
                             令和８年２月１日 

                         社会福祉法人 平和会 

 

一 般 事 業 主 行 動 計 画 

 

職員が仕事と家庭の調和を両立させることができ、すべての職員がその能力

を十分に発揮できるよう働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行

動計画を策定する。 

 

１ 計画期間 令和８年２月１日 ～ 令和１３年１月３１日までの５年間 

 

 

２ 内容 

  目標① 育児・介護に関する制度の周知や情報提供を行い、制度が利用し

やすい環境づくりを進めるとともに、男性の育児休業取得者を 

１名以上とする。 

   実施時期 令和８年２月１日から 

   対策 職員を対象に制度に関する研修を開催するとともに、育児・介護休

業者の声を盛り込んだ法人内の広報資料を作成し周知する。 

 

  目標② 職員の健康管理やワークライフバランスに十分配慮し、月当たり

の時間外勤務を２０時間以内とする。 

   実施時期 令和８年２月１日から 

   対策 時間外が発生する業務の内容について、面談等により分析を行い

健康経営を目指した業務改善を図る。  

 

目標③ 非正規職員から正規職員への転換制度の積極的運用として毎年度

１名以上とする。 

   実施時期 令和８年２月１日から 

   対策 正規職員要件を満たした非正規職員を積極的に正規職員として登

用する。  

 


